
岡山市消防局

民泊に係る手続き
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保健所での事前相談

管轄消防署の確認

管轄消防署への事前相談

管轄消防署へ必要な届出書の提出

書類審査及び立入検査（現地検査）の受検

消防法令適合通知書等の交付

消防署への相談の前に、必ず保健所で
事前相談を受けてください。（相談先はHPから）

相談する管轄消防署をHPからご確認ください。
建物住所により、窓口の消防署が異なります。

届出前に消防署で事前相談を受けてください。
事前相談で必要な書類はHPへ掲載しています。

必要な届出を消防署へ提出してください。
建物等により、必要な書類は異なります。

消防法令に適合しているかを書類上及び
立入検査（現地検査）により審査を行います。

消防法令に適合していることが確認できましたら
消防法令適合通知書を交付いたします。
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詳細はこちら

各手続きに関する詳細情報は
ホームページへ掲載しています。


